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　「障害者虐待の防止、障害者の養護者
に対する支援等に関する法律（障害者虐
待防止法）」は、虐待によって障がい者
の権利や尊厳がおびやかされることを防
ぐ法律です。
　身体障がい、知的障がい、精神障がい
（発達障がいを含む）のある人や、その
他の心身の機能の障がいがある人で、障
がいや社会的障壁によって、継続的に日
常生活または社会生活に相当な制限を受
けている人が対象となります（障害者手
帳を取得していない場合も含まれます）。

■障がい者虐待の種類

　障害者虐待防止法では、虐待を次の３種類
に分けています。

①養護者による障がい者虐待
②障害福祉施設従事者などによる障
がい者虐待

③使用者による障がい者虐待

※障がい者虐待に該当する行為として、身体
的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放
任（ネグレクト）、経済的虐待があります。

■通報義務

　障がい者虐待に気づいた人には、市町村の
窓口への通報義務があります。地域ぐるみの
早めの対応や支援が、虐待されている障がい
者だけでなく、虐待している家族などがかか
える問題の解決にもつながりますので、ご協
力をお願いします。

【問い合わせ先】本庁・社会福祉課（内線1181）

障害者虐待防止法が10月１日㊊から施行されます

　市では、介護の知識・技術などを学び、要介護
状態にある人の悪化を防ぐことを目的に、「家族
介護教室」を次の事業所に委託して実施します。
　介護をしている人、介護に興味のある人など、
お気軽にご参加ください。

▶参加料＝無料。
▶申込方法＝電話で各施設（下記参照）へお申
し込みください。※先着順。

※内容の詳細や送迎の有無については、各施設
へお尋ねください。

「家族介護教室」に参加しませんか「家族介護教室」に参加しませんか

□家族介護教室の日程など
開催日時 申込締切日場　　所 定 員 申し込み・問い合わせ先内　　容

30人
10月14日㊐
10：00～12：00 10月８日㊊

～認知症、高齢者の食事、安全な介助方
法について～　認知症の人へのかかわり
、介護食の説明、実食、介護方法、安全
な介助方法
～健康に過ごすために心がけておきたいこと～
〔講話〕高齢者の特徴と健康維持のために心がけたい
こと　〔実技〕口腔体操、転倒予防体操、腰痛予防体操、
誤嚥予防のためのソフト食・刻み食の試食体験

～がんばりすぎない介護～
認知症について、介護技術研修（食事介
助、移乗介助）、介護相談

グループホーム
あかね苑

☎731288

くたまふれあい
センター
（久玉町）

20人
10月17日㊌
13：00～15：00 10月10日㊌

介護老人保健施設
ケーナ・ガーデン

☎761808

介護老人保健施設
ケーナ・ガーデン
会議室（河浦町）

１５人
10月23日㊋
13：30～15：30 10月16日㊋

市社会福祉協議会
五和支所

☎321076

地域交流セン
ターおおくす
（五和町）

ぎゃくたい

　

市
で
は
、
美
し
い
天
草
の
景
観

を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
に
、「
天
草

花
咲
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
花
い
っ
ぱ

い
運
動
）」
に
よ
る
『
天
草
市
オ

ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
』
に
登
録
す
る

庭
や
花
壇
な
ど
を
募
集
し
ま
す
。

※

オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
と
は
、
個

人
の
庭
な
ど
を
一
定
期
間
、
一

般
公
開
す
る
活
動
で
す
。

▼
対
象
＝
自
分
で
つ
く
っ
た
庭
、

専
門
家
が
手
が
け
た
庭
や
花
壇

な
ど
を
一
般
公
開
で
き
る
人
。

な
お
、洋
風
・
和
風
な
ど
庭
の

タ
イ
プ
は
問
い
ま
せ
ん
。

▼
事
業
内
容
＝
庭
な
ど
の
情
報
を

オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
と
し
て
紹

介
し
、
一
般
公
開
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
一
般
公
開
す
る
日
時

な
ど
は
登
録
者
が
設
定
で
き
る

ほ
か
、
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
用

の
表
示
板
な
ど
を
市
か
ら
配
付

し
ま
す
。

　
　

ま
た
、
庭
な
ど
の
写
真
を
掲

載
し
た
マ
ッ
プ
を
作
成
し
、
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※

申
込
受
付
後
に
、
個
別
に
打
ち

合
わ
せ
を
行
い
ま
す
。

▼
募
集
期
間
＝
随
時
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
方
法
＝
本
庁（
別
館
）・
都

市
計
画
課
、
牛
深
支
所
・
建
設

課
、
そ
の
他
の
支
所
担
当
課
に

備
え
付
け
の
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
同
課
へ
提
出
ま

た
は
〒
８
６
３

－

８
６
３
１

（
住
所
記
載
不
要
）　

天
草
市
役

所
・
都
市
計
画
課
へ
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、申
込
書
は
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま

す
。

※

詳
細
は
本
庁
（
別
館
）・
都
市

計
画
課
（
内
線
２
６
３
５
）
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

市
決
定
都
市
計
画
の
変
更（
案
）

を
縦
覧
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
縦
覧
期
間
中
、
住
民
や

利
害
関
係
人
は
、
そ
の
変
更
（
案
）

に
つ
い
て
、
意
見
書
を
本
庁（
別

館
）・
都
市
計
画
課
へ
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
＝
10
月
２
日
㊋
か
ら

同
16
日
㊋
ま
で
の
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
。

※

土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

▼
縦
覧
場
所
＝
本
庁（
別
館
）・
都

市
計
画
課
ま
た
は
牛
深
支
所
・

建
設
課
、
そ
の
他
の
支
所
担
当

課
。

▼
変
更
内
容
＝
①
本
渡
都
市
計
画

道
路
３
・
５
・
６
号
下
川
原
茂

木
根
線
の
変
更
②
同
３
・
６
・

10
号
今
釜
本
渡
港
線
の
追
加
。

※

詳
細
は
本
庁（
別
館
）・
都
市
計

画
課
（
内
線
２
６
２
７
）
へ
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

本
渡
都
市
計
画
下
水
道
事
業
に

関
す
る
変
更
（
案
）
を
縦
覧
で
き

ま
す
。
な
お
、
縦
覧
期
間
中
、
こ

の
変
更
（
案
）
に
つ
い
て
、
意
見

書
を
本
庁
・
下
水
道
課
へ
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
＝
10
月
２
日
㊋
か
ら

同
16
日
㊋
ま
で
の
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
。

※

土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

▼
縦
覧
場
所
＝
本
庁
・
下
水
道
課

（
本
渡
浄
化
セ
ン
タ
ー
３
階
）。

※

詳
細
も
同
課
☎
㉓
３
４
９
８
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

水
害
な
ど
の
災
害
に
よ
り
、
住

宅
や
家
財
な
ど
に
損
害
を
受
け
ら

「
天
草
市
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
」

　
　
　
　
　

へ
の
登
録
募
集
！

本
渡
都
市
計
画
下
水
道
の

変
更（
案
）を
縦
覧
で
き
ま
す

災
害
に
あ
っ
た
と
き
の

　
　
　
　

国
税
に
つ
い
て

市
決
定
都
市
計
画
の

変
更（
案
）を
縦
覧
で
き
ま
す

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
全
体
見
直
し
に

　
　
　

伴
う
個
別
見
直
し
の
休
止
に
つ
い
て

れ
た
人
に
は
、
申
告
や
納
税
の
期

限
の
延
長
の
ほ
か
、
所
得
税
予
定

納
税
の
減
額
、
確
定
申
告
に
よ
る

所
得
税
の
軽
減
・
免
除
な
ど
の
税

負
担
の
軽
減
や
、
災
害
の
復
旧
資

金
の
融
資
を
受
け
る
た
め
の
納
税

証
明
書
の
無
料
発
行
な
ど
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
天
草
税
務
署
へ
お

尋
ね
い
た
だ
く
か
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.e-tax.

nta.go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
地
方
税
に
つ
い
て
も
、

住
民
税
、
固
定
資
産
税
、
自
動
車

税
な
ど
が
減
免
さ
れ
た
り
、
納
税

が
猶
予
さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※

詳
細
は
天
草
税
務
署
☎
㉒
２
５

１
０
（※

自
動
音
声
案
内
）
ま

た
は
本
庁
・
市
民
税
課
（
内
線

１
１
４
４
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

　

市
で
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
同

26
年
度
に
か
け
て
天
草
農
業
振
興

地
域
整
備
計
画
の
全
体
見
直
し
を

行
い
ま
す
。

　

こ
の
見
直
し
は
、「
農
業
振
興

地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
に

基
づ
き
、
農
業
の
総
合
的
な
振
興

を
図
る
た
め
、
10
年
先
を
展
望
し

た
計
画
を
策
定
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
全
体
見
直
し
に
伴
い
、
現

在
年
２
回
受
け
付
け
て
い
る
同
計

画
の
個
別
の
変
更
申
請
（
農
用
地

区
域
か
ら
の
除
外
、
農
用
地
区
域

へ
の
編
入
、
農
業
用
施
設
用
地
へ

の
用
途
変
更
）
に
関
す
る
受
け
付

け
を
次
の
と
お
り
一
時
休
止
し
ま

す
。

▼
個
別
変
更
申
請
受
付
期
限
＝
10

月
18
日
㊍
ま
で
。

▼
休
止
期
間
＝
10
月
19
日
㊎
か
ら

全
体
見
直
し
完
了
ま
で
。

※

計
画
の
全
体
見
直
し
は
、
平
成

27
年
３
月
の
完
了
予
定
で
す
。

再
開
に
つ
い
て
は
、「
市
政
だ

よ
り
天
草
」
な
ど
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※

詳
細
は
本
庁
（
別
館
）・
農
業

振
興
課
（
内
線
２
５
８
７
）
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

←

←


